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 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ） の施設基準の設定 

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）」を算定していない場合、「歯科外来・在宅ベー

スアップ評価料（Ⅰ）」の設定も合わせて行ってください。 

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）」が届出の設定がされていないと、カルテに入

力されません。 

 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の設定と入力のしかた 

 

 

（1） 院内患者の「ファイル」メニューの

「歯科外来在宅ベースアップ評価

料（Ⅱ） 申請確認…」をクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 「開始日」に届出が受理された日付を登録します。 

プルダウンから、届け出たベースアップ評価料（Ⅱ）を選択します。 

 [OK] をクリックして画面を閉じます。 

 

※制度が始まった当初は算定開始の月が決まった状態でしたが、現在は届け出に合 

 わせて登録して差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://spider02.optech.jp/wp-content/uploads/R8%E5%B9%B46%E6%9C%88_%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%A4%96%E6%9D%A5%E3%83%BB%E5%9C%A8%E5%AE%85%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%99%EF%BC%88%E2%85%A0%EF%BC%89.pdf
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（3） 設定を有効にするため、システムを終了します。 

右下のタスクバーにある One エージェント（ １ のアイコン）を右クリックし、

メニューの一番下の [強制終了] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） メッセージが表示されるので、 [はい] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（5） カルテには、処置を入力する時に自動挿入されます。 

 

 

①右クリック 

②クリック 

タスクバーにアイコンがない場合は、

ここをクリックして表示させます 

 

「歯科外来・在宅ベースアップ評価

料（Ⅰ）」 


